
上野原市物価高騰対応 生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業 概要

１．概要

 市内に事務所・事業所を有する中小事業者等で、

令和７年度以降に中小企業等経営強化法に規定さ

れた「先端設備等導入計画」の認定を受け、税制

支援（固定資産税の特例）の対象となる設備投資

をした場合、雇用者給与等支給額の賃上げ方針表

明の率に応じて補助金を交付する事業

３．補助金額

（１）雇用者給与等支給額を1.5％以上増加させ
る賃上げ方針を表明した場合

 ・設備投資額の１／４ 限度額２００万円

（２）雇用者給与等支給額を3％以上増加させる
賃上げ方針を表明した場合

 ・設備投資額の１／２ 限度額２００万円

２．事業期間

 令和８年４月～１２月

 ※ 令和7年4月1日以降に認定された先端設備
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【問合せ先】
 上野原市 産業振興課 商工観光担当
 電話 62-3119
 メール shokokanko@city.uenohara.lg.jp

裏面もご覧ください

※ 図はすべて中小企業庁資料より



固定資産税の特例について


